
【お申込み・お問い合わせは】
公益社団法人 愛知建築士会 事務局
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所ビル 9階
TEL(052)201-2201(代) FAX(052)201-3601
Email:mail@aichishikai.or.jp

会員

限定

建築士法の規定により、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられています。
     このキャンペーンは愛知建築士会の「正会員」と「ファミリー会員」を対象に実施しています。


